
「事業活動に伴う著作権処理の実務」　

【内容】

　

　思わぬところから著作権に関するクレームが持ち込まれることが珍しくありません。

　事業活動は日々刻々と動いていきます。その様な中で取りあえずの処理をどのようにすべきか、

どこまで手当しておけば取り敢えずの処理となるのか。

　実務的な視点から事業活動に伴い頻出するいくつかの事例を典型例にして説明します。

令和元年９月９日（月）１３時３０分～１７時００分

【開催概要】

会場：大阪大学中之島センター　５階講義室５０７

三山　峻司　氏　
　　　　　　　（中之島シティ法律事務所　パートナー弁護士・弁理士）　

５０名（定員になり次第締め切らせていただきます）

開催日

開催場所

募集人数　

講師

参加費　

申込先

　

一般社団法人　大阪発明協会　（http://www.jiiiosaka.jp/)

電話　０６－６４７９－１９２６　ＦＡＸ　０６－６４７９－３９３０

１　実務的な著作権処理とは，その考え方とポイント

２　著作物の表現上の類似を実務上どのように考えて対処すべきか

３　応用美術の実務的な処理対応の有り方

４　幾つかの個別テーマから

　⑴　著作物（ソフトウェアやデザイン等）を外注する際の権利処理の留意点

　⑵　ライセンサー倒産時の著作権ライセンス契約の帰趨やライセンサー著作権の帰趨

　⑶　社内における著作物利用（新聞や雑誌記事、ネット記事その他）の留意点とその代替策

　⑷　社内における著作物管理の手法（マトリクスの作成や社内研修の有用性等）

　⑸　インターネットにおける模倣品対応やその調査手法

大阪発明協会会員向け無料セミナー:第１６回

発明協会グループ会員　無　 料　
　　一般（非会員）５，０００円（テキスト代含む、消費税込み）

※一般の皆様へ（１）３日以内のキャンセルの場合、受講料はお返しできません。
　　　　（２）一般参加者の受講料請求書は、開催日の１０日前頃に郵送いたします

【主催】 一般社団法人大阪発明協会 【協力】中之島シティ法律事務所

矢倉　雄太　氏　
　　　　　　　（中之島シティ法律事務所　弁護士）



大阪大学
中之島センター

大阪市立科学館

リーガロイヤルホテル

関西電力本店

ダイビル本館

京阪中之島線　中之島駅 京阪中之島線　              渡辺橋駅

国立国際美術館

グランキューブ大阪

住友病院

◆アクセス◆
   
 ●京阪中之島線 渡辺橋駅より 徒歩約５分 
 ●京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約５分 
 ●阪神本線 福島駅より 徒歩約９分 
 ●JR東西線 新福島駅より 徒歩約９分 
 ●JR環状線 福島駅より 徒歩約１２分 
 ●地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より 徒歩約１０分 
 ●地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より 徒歩約１６分  

 
 ●大阪市バス（53系統） 
  大阪駅前バスタミナル
  →　中之島四丁目（旧玉江橋）　下車　徒歩１分 
 ●大阪市バス（75系統） 
  大阪駅前バスタミナル
  →　田蓑橋　下車　徒歩１分 
 ●北港バス（中之島ループバス ふらら） 
  淀屋橋発（土佐堀通/住友ビル前）　
  →　大阪大学中之島センター前 下車　徒歩１分 

開催日 セミナー名 定員

申込日　　　　年　　月　　日

実務経験
年　数 ご専門　受講者名 所属部署名 E-mail

（例）電気機械

会社名
または
氏　名

部 署 名
および

連絡担当者

ご住所 〒 TEL

FAX

１.請求書（要・不要）

２.予納金処理の方 得意先コード No. - -

□振込先銀行　 三井住友銀行　大阪本店営業部　普通預金　7900182

三菱UFJ銀行　　   中之島支店　　　普通預金　0042472

※お申し込み者様宛に、国の説明会、講座・セミナーほかの情報をご案内させていただく場合があります。なお、案内などを希望
　されない場合は、当協会へお申し付けください。
※許可なくして講義内容の録音、録画等をおこなう事を固く禁じます。
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バスによるアクセス 

電車によるアクセス

大阪発明協会行 

 FAX 06-6479-3930

□口座名義　      一般社団法人　大阪発明協会
□郵便振替口座　 00940-7-312572

事業活動に伴う著作権処理の実務9月9日（月）
13時30分～17時00分

５０名

講師：三山　峻司　氏
中之島シティ法律事務所　パートナー弁護士・弁理士・社会福祉士

大阪発明協会会員向け無料セミナー参加申込書

       中央大学法学部法律学科卒業

1981年 大阪弁護士会登録

1986年 三山峻司法律事務所を開設

2000年 弁理士登録

2004年4月～2018年3月 京都産業大学大学院法務研究科教授

2005年10月 三山・阪口法律事務所開設

2010年4月～2015年3月 芦屋大学経営教育学部客員教授

2016年10月31日 大阪国際福祉専門学校（社会福祉士養成通信課程）修了

2017年3月 社会福祉士登録

一般（非会員）の方へ→お支払方法（予納金・現金・銀行振込・郵便振替）

講師：矢倉　雄太　氏
中之島シティ法律事務所　弁護士

2012年3月 関西学院大学法学部法律学科　卒業

2012年4月 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻（ロースクール）入学

2014年3月 同卒業

2014年11月 最高裁判所　司法研修所　司法修習生（68期）

2015年12月 同修了

2015年12月 弁護士登録、中之島シティ法律事務所勤務

2018年4月 大阪弁護士会　知的財産法実務研究会　世話役

2018年9月 知的所有権問題研究会　世話役

大阪弁護士会　知的財産委員会委員


